
第１条 事業所の概要

  訪問看護ステーション孫の手・こまいぎ

  太田市小舞木町487-2

  倉上　智子

ＴＥＬ   0276‐55‐5832

ＦＡＸ   0276‐55‐5852

  桐生市・太田市・伊勢崎市・館林市・邑楽郡

  佐波郡玉村町・栃木県足利市・ 栃木県佐野市・埼玉県行田市・埼玉県熊谷市

  埼玉県羽生市・埼玉県本庄市・埼玉県深谷市・埼玉県児玉郡

第２条 事業の目的と運営方針

（１）　事業の目的

　　　利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した在宅療養を営むことができるよう、療養生活を支援し、

　　心身の機能の維持回復、生活の質の向上を目指すことを目的とします。

（２）　運営方針

　　　事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に

　　努めるものとします。

第３条 従業員の職種・員数・勤務形態

職種

正看護師 5名 　内1名は管理者

正看護師 0名

准看護師 0名

6名

4名

0名

0名

1名

4名

第４条 営業日および営業時間

営業日　➱　月曜日～土曜日 営業時間　➱　AM8：３０～PM５：３０

休業日　➱　日曜日　　 お盆（8/13～8/15）　年末年始（12/31～1/3）

※お盆・年末年始の休業日については、年度により若干異なります。都度お伝え致します。

営業日や営業時間以外の訪問については、状態により相談に応じます。

第５条 サービス内容

①病状・障害の観察

②清拭・洗髪等による清潔の保持

③食事及び排泄等日常生活上の世話

④リハビリテーション

⑤認知症患者の看護

⑥療養生活や介護方法の指導

⑦褥瘡の予防・処置

⑧ターミナルケア

⑨カテーテル等の管理

⑩その他医師の指示による医療処置

第６条 利用者負担金

自己負担額は負担割合証のとおりとする。

作業療法士
常勤

非常勤

言語聴覚士
常勤

非常勤

非常勤

理学療法士
常勤

非常勤

サービス提供地域

勤務形態 員数

看　護　師

常勤

非常勤

重要事項説明書

事 業 所 名

所  在  地

管 理 者 氏 名

事 業 所 番 号 1060590435



※介護保険訪問看護費・介護予防訪問看護費

　　◎看護師による訪問

　　【要介護1～5】 1割負担 2割負担 3割負担

①　所要時間20分未満 324円 648円 971円

②　所要時間30分未満 484円 968円 1,452円

③　所要時間30分以上1時間未満 844円 1,687円 2,530円

④　所要時間1時間以上1時間30分未満 1,155円 2,310円 3,465円

　　【要支援１,２】 1割負担 2割負担 3割負担

①　所要時間20分未満 313円 625円 938円

②　所要時間30分未満 464円 927円 1,391円

③　所要時間30分以上1時間未満 814円 1,628円 2,442円

④　所要時間1時間以上1時間30分未満 1,116円 2,232円 3,348円

　　　●上記金額にはサービス提供体制加算として3単位がプラスされています。

　　　●准看護師による訪問は上記金額の９０％になります。

　　　●複数名で訪問した場合や早朝・夜間・深夜の訪問は加算の対象となります。

　　　●限度額を超過した費用については全額負担していただくことになります。

　　◎理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問

　　【要介護1～5】 1割負担 2割負担 3割負担

①　２０分あたり 295円 590円 885円

②　４０分あたり 591円 1,181円 1,771円

③   ６０分あたり 797円 1,593円 2,389円

　　【要支援1,２】 1割負担 2割負担 3割負担

①　２０分あたり 285円 570円 855円

②　４０分あたり 570円 1,140円 1,710円

　　　●上記金額にはサービス提供体制加算として20分毎に3単位がプラスされています。

　　　　また、前年度のリハビリ職による訪問回数が看護職員の訪問回数を超えてると減算になる為、上記金額には20分毎に

　　　　8単位が減算されております。

　　　　要支援で12月を超えて利用される場合は20分毎に更に15単位減算となります。

　　　●一週間で120分までのご利用となります。.

　　　●限度額を超過した費用については全額負担していただくことになります。

　　　●理学療法士等による訪問は看護業務の一環としてリハビリを中心としたものであると位置づけられております。

　　　 訪問看護計画書・報告書の作成にあたり、利用者様の状態について適切に評価を行う必要があることから、

          訪問看護サービスの利用開始時や心身状態の変化時等に看護職員による訪問をさせていただくこともございます。

　　　 



　　　●初回加算 （Ⅰ）・・・退院・退所日当日に介入した時に加算

　　　　　　　　　　358円／回（1割負担）

　　　　　　　　　　715円／回（２割負担）　　1,072円／回（3割負担）

　　　●初回加算（Ⅱ）　　307円／回（1割負担）・・・初回及び開始日２ヶ月以上訪問を中止後の再開時に加算

　　　 613円／回（２割負担）　　919円／回（3割負担）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　●退院時共同指導加算　613円／回（1割負担）・・・病院・施設より退院退所にあたって開催された会議等に当事業所の

　　　　　　　　　　　　　　1,226円／回（２割負担）　　看護師等が参加し、その後に訪問を行った場合に加算

　　　　　　　　　　　　　　1,838円／回（3割負担） 　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　●早朝(6:00～8:00)の訪問看護加算　　　　25/100を所定の利用料に加算

　　　●夜間(18:00～22:00)の訪問看護加算　　 25/100を所定の利用料に加算

　　　●深夜(22:00～6:00)の訪問看護加算　　　 50/100を所定の利用料に加算

　　　●複数名訪問看護加算Ⅰ，Ⅱ　 1割負担 2割負担 3割負担

260円/回 519円/回 778円/回

411円/回 821円/回 1,232円/回

206円/回 411円/回 616円/回

324円/回 648円/回 971円/回

　　　●長時間訪問看護加算 1割負担 2割負担 3割負担

307円/回 613円/回 919円/回

　　※ 緊急時訪問看護加算が算定できる体制にて、状況により下記の加算が生じます。

　　　また、制度改正等により下記項目以外の加算が発生する場合もあります。

1割負担 2割負担 3割負担

　　　●特別管理加算(Ⅰ) 511円 1,021円 1,532円 ／月

　　　●特別管理加算(Ⅱ) 256円 511円 766円 ／月

　　　●緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 613円 1,226円 1,838円 ／月

　　　●緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 586円 1,172円 1,758円 ／月

　　　●ターミナルケア加算 2,553円 5,105円 7,658円 ／対象月

　　　●口腔連携強化加算 51円 102円 153円 ／対象月

（２人以上で訪問看護を行った場合）

　　　Ⅰ，看護師等　　30分未満

　　　　　　　　　　　30分以上

　　　Ⅱ，看護補助者　30分未満

　　　　　　　　　　　30分以上



※健康保険法・後期高齢者医療制度及び関係法令で定める費用

①　基本療養費Ⅰ 週3日目まで 5,550円 （准看護師5,050円）

週4日目以降（看護師） ６,550円 （准看６,050円）

週4日目以降（リハビリ専門職） 5,550円

　　※褥瘡・緩和ケア専門看護師による訪問 12,850円

　　基本療養費Ⅱ

　　　同一日に２人 週3日目まで 5,550円 （准看護師5,050円）

週4日目以降（看護師） 6,550円 （准看護師6,050円）

週4日目以降（リハビリ専門職） 5,550円

　　　同一日に３人 週3日目まで 2,780円 （准看護師2,530円）

週4日目以降（看護師） 3,280円 （准看護師3,030円）

週4日目以降（リハビリ専門職） 2,780円

　　※褥瘡ケア、緩和ケア、人工肛門・膀胱ケア専門看護師による訪問 12,850円

　　基本療養費Ⅲ

　　※入院中、将来的な在宅を目的とした外泊の際の訪問 8,500円

②　管理療養費　　　　　　　　　　月の初日　　　　　7,670円

　　　　　　　　　　　　　　　　　２日目以降　　　　3,000円　

　　　●前記金額のほか、状況に応じ下記加算が発生する場合があります。

　　　　また、制度改正等により下記項目以外の加算が発生する場合もあります。

<　加算発生項目　>

難病等複数回訪問加算 訪問看護ターミナルケア療養費１ 25,000円

　　　1日2回訪問した場合 4,500円 訪問看護ターミナルケア療養費２ 10,000円

　　　1日3回以上訪問した場合 8,000円 在宅患者連携指導加算 3,000円

　※同一建物(施設等)に居住されている当事業所利用の利用者様の人数により減額あり。 看護・介護職員連携強化加算 2,500円/月

退院時共同指導加算 8,000円 24時間対応体制加算　イ 6,800円/月

特別管理指導加算 2,000円 24時間対応体制加算　ロ 6,520円/月

退院支援指導加算   特別管理加算(Ⅰ) 5,000円/月

長時間訪問看護加算 　 5,200円/週 特別管理加算(Ⅱ) 2,500円/月

訪問看護情報提供療養費Ⅰ～Ⅲ 1,500円 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円

複数名訪問看護加算 夜間・早朝訪問看護加算 2,100円

　看護師・リハビリ専門職の場合 4,500円 深夜訪問看護加算 4,200円

　准看護師の場合 3,800円 緊急訪問看護加算 月14日目まで 2,650円

  その他の職員の場合 3,000円(1日に1回の場合) 月15日目以降 2,000円

6,000円(1日に2回の場合) 乳幼児加算 厚生労働大臣が定める者に該当 1,800円

10,000円(1日に3回以上の場合) 上記以外の場合 1,300円

　※同一建物(施設等)に居住されている当事業所利用の利用者様の人数により減額あり。 訪問看護医療DX情報活用加算      50円

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)    780円

　　　●実際に対応した金額の合計から負担割合に応じた金額となります。

　　　●理学療法士等による訪問は看護業務の一環としてリハビリを中心としたものであると位置づけられております。

　　　 訪問看護計画書・報告書の作成にあたり、利用者様の状態について適切に評価を行う必要であることから、

          訪問看護サービスの利用開始時や心身状態の変化時等に看護職員による訪問をさせていただくこともございます。

　　　 

6,000円（長時間は8,400円）



※健康保険法・後期高齢者医療制度及び関係法令で定める費用（精神科訪問看護）

① 精神科訪問看護基本療養費Ⅰ
　     週3日目まで30分以上の場合 看護師・作業療法士 5,550円 准看護師 5,050円
　     週3日目まで30分未満の場合 看護師・作業療法士 4,250円 准看護師 3,870円
　     週4日目以降30分以上の場合 看護師・作業療法士 6,550円 准看護師 6,050円
　     週4日目以降30分未満の場合 看護師・作業療法士 5,100円 准看護師 4,720円

　 精神科訪問看護基本療養費Ⅲ（同一建物）
     ［　同一日に２人　］
　     週3日目まで30分以上の場合 看護師・作業療法士 5,550円 准看護師 5,050円
　     週3日目まで30分未満の場合 看護師・作業療法士 4,250円 准看護師 3,870円
　     週4日目以降30分以上の場合 看護師・作業療法士 6,550円 准看護師 6,050円
　     週4日目以降30分未満の場合 看護師・作業療法士 5,100円 准看護師 4,720円
     ［　同一日に３人以上　］
　     週3日目まで30分以上の場合 看護師・作業療法士 2,780円 准看護師 2,530円
　     週3日目まで30分未満の場合 看護師・作業療法士 2,130円 准看護師 1,940円
　     週4日目以降30分以上の場合 看護師・作業療法士 3,280円 准看護師 3,030円
　     週4日目以降30分未満の場合 看護師・作業療法士 2,550円 准看護師 2,360円

　 精神科訪問看護基本療養費Ⅳ（外泊時） 8,500円

　　　☆前記金額のほか、状況に応じ下記加算が発生する場合があります。
　　　　また、制度改正等により下記項目以外の加算が発生する場合もあります。
<　加算発生項目　>
精神科緊急訪問加算 月14日目まで 2,650円 夜間・早朝訪問看護加算 2,100円

月15日目以降 2,000円

複数名精神科訪問看護加算 深夜訪問看護加算 4,200円

　　　看護師・作業療法士の場合 4,500円(1日に1回の場合) 精神科複数回訪問加算

9,000円(1日に2回の場合) 　　　1日2回訪問した場合 4,500円

14,500円(1日に3回以上の場合) 　　　1日3回以上訪問した場合 8,000円

　　　準看護師の場合 3,800円(1日に1回の場合) 　※同一建物(施設等)に居住されている当事業所利用の利用者様の人数により減額あり。

7,600円(1日に2回の場合) 精神科重症患者支援管理連携加算 イ． 8,400円

12,400円(1日に3回以上の場合) ロ． 5,800円

　　　看護補助者の場合　　　　     　　3,000円 長時間精神科訪問看護加算 5,200円

　※同一建物(施設等)に居住されている当事業所利用の利用者様の人数により減額あり。

② 管理療養費　　　　　　　　　　月の初日　　　　　7,670円
　　　　　　　　　　　　　　　　２日目以降　　　 　3,000円　

　　　☆実際に対応した金額の合計から負担割合に応じた金額となります。

※その他の費用

　●医療保険（指定難病・福祉等）をご利用の方は交通費として1回あたり100円を負担していただきます。

　●サービス提供にかかる主治医への指示書の手配は事業所が代行しますが、その料金は受診時に主治医より請求されますので、

　　ご承知おきください。

　●当日の訪問キャンセルについては、1回につき300円を負担していただきます。ただし、救急搬送を要する容態急変時

　　および当事業所の都合によるものは除きます。

　●サービス実施のために使用する利用者宅の水道・ガス・電気・電話等の費用は利用者様の負担となります。

　●死後の処置を行った際には、処置料として10,000円の費用が発生します。

　●医療保険（特定疾患・福祉等）をご利用の方は長時間の訪問看護利用料として、1時間30分を超えた場合、30分毎または

　　その端数時間毎に２,000円が所定額に加算されます。

　●医療保険（特定疾患・福祉等）をご利用の方は営業日以外の訪問については1回につき1,000円が所定額に加算されます。

　　



第７条 緊急時における対応方法

　　サービス提供中に容態の変化などがあった場合は、主治医・ご家族のほかに救急隊、その他関係機関に連絡いたします。

第８条 苦情の対応について

　　　●事業所が提供した訪問看護サービスについて利用者及びその家族または代理人から苦情の申し立てがある場合は、

　　　　迅速かつ誠実に必要な対応を行います。

　　　●事業所は、上記の申し立てを理由として利用者に対し何ら不利益な取り扱いをすることはできません。

　　　　

◎苦情受付窓口

○当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けています。

　　　☆訪問看護ステーション孫の手・こまいぎ　　　TEL：0276-55-5832　（担当：倉上）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間　8：30 ～ 17：30

○その他（県・地域別）窓口

●桐生市役所健康長寿課　　　　　TEL：0277-46-1111（代） ●埼玉県本庄市役所介護保険課　　　TEL：0495-25-1111

●太田市介護サービス課　　　　　TEL : 0276-47-1939 ●埼玉県国民健康保険団体連合会　　TEL：048-824-2568

●伊勢崎市介護保険課　　　　   　TEL : 0270-24-5111（代） ●埼玉県深谷市役所長寿福祉課　　　TEL：048-571-1211

　 ●邑楽町福祉介護課介護保険係　　TEL：0276-47-5021 ●埼玉県熊谷市役所長寿いきがい課　TEL：048-524-1398

●大泉町健康福祉部 高齢介護課　    TEL：0276-62-2121 ●埼玉県行田市役所高齢者福祉課　　TEL：048-556-1111

●館林市役所介護保険課　        TEL：0276-47-5132 ●埼玉県羽生市役所高齢介護課　　TEL：048-561-1121

●明和町介護福祉課 介護保険係　 TEL：0276-84-3111（代） ●美里町役場住民保険課介護保険係　TEL: 0495-76-1366

●板倉町健康介護課介護高齢係     　TEL：0276-82-1111 ●上里町役場高齢者いきいき課　　　TEL:0495-35-1243

●千代田町住民福祉課　介護保険係　TEL：0276-86-7000

●栃木県足利市元気高齢課介護サービス担当　TEL : 0284-20-2136

●栃木県佐野市役所いきいき高齢課　TEL：0283-20-3021

●玉村町役場健康福祉課介護保険係　TEL：0270-64-7705

●群馬県国民健康保険団体連合会介護保険課苦情処理相談窓口　　TEL：027-290-1323

●栃木県国民健康保険団体連合会介護福祉課苦情相談窓口　　TEL：028-643-2220

第９条 事故発生時の対応について

　　　●当事業所は利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、

　　     必要な措置を講じます。

　　　●当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し保管します。

　　　●当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

第10条 個人情報の保護

　　　●当事業所は、サービスを提供する際に、知り得た利用者及びその家族に関す

　　     る情報を、正当な理由なく第三者には漏らしません。

　　　  この守秘義務は契約終了後も同様です。

　　　●当事業所において、利用者及びその家族の個人情報は下記の目的以外には

　　     使用いたしません。

使用目的 ①   サービス契約時

②　当社内における事業所同士のサービス提供に関わる報告 

③　主治医への指示書手配および状態報告・次月予定報告

④　サービス担当者会議等での報告

⑤　担当ケアマネージャーとの連絡

⑥　入院、入所時の申し送り・退院、退所後の経過報告

　　　 ⑦　市区町村への心身状態の情報提供（医療保険対応の方のみ）

⑧　訪問時において緊急を要する状態のとき

⑨　定期的な行政実地指導・第三者機関における監査のとき

提供項目　 住所・氏名・生年月日・電話番号・ご家族の背景情報及びサービス提供に関する情報

第11条 虐待防止に関する事項

　　●当事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとします。
　　　
　　　①　虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に

　　　　   周知徹底を図ります。

　　　②　虐待の防止のための指針を整備します。

　　　③　従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。

　　　④　前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。

　　●当事業所は、指定訪問看護の提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を

　　　受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに市町村に通報するものとします。



第12条 身体拘束等の原則禁止

　　●事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

　　　除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行いません。

　　●事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、利用者又はその家族に対し、身体拘束等の内容、理由、期間等

　　　について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項

　　　を記載することとします。

第13条 業務継続計画の策定等

　　●事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び

　　　非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に

　　　従い必要な措置を講じるものとします。

　　●事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するもの

　　　とします。

　　●事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。

第14条 衛生管理等

　　●事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じるものとします。

　　   ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回以上開催する

　　　　とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。

　　　②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。

　　　③事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

第1５条 ハラスメント対策について

　　●事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい職場作りを目指します。

　　●利用者および家族が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラス

　　　メントなどの行為を禁止します。

第1６条 訪問時間

　　●訪問サービスは、利用者と曜日・時間・回数等の同意のもと提供しますが、サービスの性質上（緊急対応や急変など

　　　があり）予定通り訪問できない場合もございます。あらかじめご承知おきください。

　　　※事業所が定めるサービス提供時間外のサービス提供料も加算の対象となります。

　　●災害・天災等により訪問が困難になった場合、連絡を差し上げられるよう最大限の努力を致しますが、連絡回線が

　　　寸断されるなどの恐れもございます。その旨、何卒ご理解下さいますようお願い致します。

第1７条 第三者による評価の実施状況等

　　　第三者による評価の実施　なし

第1８条 連帯保証人

　　　●代理人の方に利用者の連帯保証人となって頂きます。連帯保証人の方には、この契約から生じる利用者の債務に

　　　　ついて、限度額２０万円の範囲内で連帯してご負担頂きます。

　　　●連帯保証人から請求があった場合には、当事業所は、連帯保証人の方に利用料等の支払状況、滞納金の額、

　　　　損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供します。



　訪問看護サービス開始にあたり、重要事項説明書に基づいて、利用者様に説明をいたしました。

事業者 　　群馬県太田市大原町１５６－３

株式会社　孫の手

代表取締役 浦野　幸子

事業所 　　訪問看護ステーション　孫の手・こまいぎ

事業所番号

説明者

　　私は、担当者より重要事項について説明を受けた上で同意し署名。１部受け取りました。

  　　　年　　　　月　　　　日

利用者 住所

氏名 印

住所

氏名 印

（本人との関係　　　　　　　）

（家族代表）私は、第10条に定める利用者の家族の個人情報の使用について同意します。

家族代表 住所

氏名 印

（本人との関係　　　　　　　）

　　　  2024年6月1日改定

代理人兼連帯保証人 

1060590435

訪問看護重要事項説明確認

同　　意　　書


